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センター会員になるには・・・ 

◎会員登録は、随時受付をしています。 
◎登録期間は 1年単位です。（4月 1日～翌年 3月 31日） 

◎入会に必要な物 

・入会申込書 ・会員登録承諾書  ・就業承諾書  ・誓約書 

（センターで用意をしています） 

・年会費２,０００円 ※月割は致しません。 

    ・「りそな銀行」の通帳。 

◎ご自身のスマートフォンに会員専用アプリを 

登録していただきます。  

 

 

 

 

一般社団法人 

島本町シルバー人材センター  住所：島本町青葉１－３－２ 

電話：07５-９６２-２５１９ [受付時間 月～金(祝日除く)８：３0～17：０0] 
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シルバー人材センターは、「会員」と「行政・事業

所や個人」の間に立って就業の総合調整をする公

益的・公共的な団体です。 

島本町にお住まいで、６０歳以上の健康で働く意

欲のある皆さま、余暇を利用して仕事をしません

か。    

専業主婦をされていた女性の皆さま、ご主人の

退職を機会に働いてみませんか。 

シルバー人材センターで働く会員は、高齢法及

びフリーランス法の適用を受けながら就業をしま

す。 

 「受注・契約・請求・回収・会員へ支払い」まで、シ

ルバー人材センターが責任をもって総合調整を

行います。 

就業中や行き帰りの傷害事故及び就業中に誤

まって物品等を破損させてしまった場合の賠償

事故に対応するシルバー団体保険に加入してお

りますので、安心して就業いただけます。 

  


